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大型連休期間に係る新型コロナウイルスの感染拡大防止のための要請について 

 

 

 

１．要 請   今週から大型連休期間に入ることから、県外からの不要不急の人の流入を極力 

抑止する対策が必要であるため、自家用車等による利用を抑制する対策・対応 

を早急に実施するよう市長より国及び県へ要請した。 

（詳細別紙） 
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要   請   書 

 

新型コロナウイルスの急激な感染拡大に対応するため、4 月 16 日に全都

道府県に緊急事態宣言が発令されました。それを受けて島根県知事より、

不要不急の外出、大型連休中の県をまたいだ移動について自粛するよう要

請されました。 

本市では、小中学校の休校を始め、運動公園、温泉施設、道の駅など市

関連施設を休園休館し、感染拡大を防止する措置を行っております。 

今週から大型連休期間に入ることから、県外からの不要不急の人の流入を

極力抑止する対策が必要と考えます。つきましては、貴機関が管理する施

設等において、自家用車等による利用を抑制する対策・対応を早急に実施

していただきますよう要請いたします。 

 

令和 2年 4月 27日 

益田市長 山 本 浩 章 

 


